
用

岡田さんち運営規程（別紙）

事    業 通所介護及び介護予防通所介護

第４条　（職員の職種、員数）

管 理 者 常 勤 1 名
(介護職員、岡田さんち指定居宅介護支援事業所の管理者・介護支援専門員を兼
務）

生 活 相 談 員
常 勤 2 名

（介護支援専門員・介護職員を兼務2名、看護職員を兼務1名）
非常勤 0 名

介 護 職 員
常 勤 3 名 （専従2名、居宅介護支援事業所管理者・管理者を兼務1名、生活指導員・介護支援

専門員を兼務1名、生活相談員・介護支援専門員・看護職員・昨日訓練指導員を兼
務1名、運転手を兼務1名）非常勤 3 名

看 護 職 員
常 勤 1 名

（介護支援専門員・生活相談員・介護職員・機能訓練指導員を兼務）
非常勤 0 名

機能訓練指導員
常 勤 1 名

（介護支援専門員・生活相談員・介護職員・看護職員を兼務）
非常勤 名

調 理 員
常 勤 1 名

専従
非常勤 0 名

第13条　（利用料等）

本
通所介護利用料（介護保険適用部分） 介護予防通所介護利用料（介護保険適用部分）

利 ２時間以上 ３時間以上
基本利用料

要支援１ 23,595 円/月

３時間未満 ４時間未満 要支援２ 46,141 円/月

経過的要介護 円/回 4,197 円/回 加算 ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ実施加算 858 円/月

要介護1 円/回 4,632 円/回

要介護2 円/回 5,342 円/回 ＊上記の費用は、利用時間、利用回数に関わらず、月
単位の包括的な利用料であり、利用者の負担額は１割要介護3 円/回 6,042 円/回

要介護4 円/回 6,741 円/回

要介護5 円/回 7,441 円/回

４時間以上 ６時間以上
６時間未満 ８時間未満

経過的要介護 5,607 円/回 7,494 円/回

要介護1 6,232 円/回 8,374 円/回 介護保険適用部分以外の実費負担

要介護2 7,239 円/回 9,773 円/回 食事代 500 円/食

要介護3 8,246 円/回 11,183 円/回 行事等の際の食事代 実費

要介護4 9,243 円/回 12,582 円/回 おむつ代 実費

要介護5 10,250 円/回 13,992 円/回 活動材料費 実費

加
算

入浴加算 530 円/回
通常の実施地域を超える交通費 - 円/㎞

通常時間を越える時間帯利用料 1,000 円/時間

＊上記の費用について、利用者の負担額は１割
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